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資料２ 万博記念公園運営管理関係事務分担（補足）

大阪府 指定管理者
① 行政財産目的外使用（公有財産
規則）の許可【基本】

○

申請受付：大阪府（指定管理者は申請がある場合大阪府に連絡すること）
書類審査：大阪府
許可（不許可、取消）：大阪府
許可書交付：大阪府

・申請者が少数・特定であるが、物件の設置・管理であり指定管理者の権限外。
・新規申請に係る相談や受付は大阪府が行い、大阪府は審査にあたって必要な場合は指
定管理者に連絡する。

② 行政財産目的外使用（公有財産
規則）の許可【万博公園条例の行為
許可（催し等）と一体の場合】 ○ △

申請受付：指定管理者
書類審査：大阪府
許可（不許可、取消）：大阪府
許可書交付：指定管理者

・手続⇒行政手続審査基準参照
・行政財産使用許可申請手続きと一体的に処理する。
・申請にかかる相談や受付等は大阪府と指定管理者が連携して対応。
・下記(3)行為許可-③④参照。

① 行政財産目的外使用許可に伴う
使用料の徴収【基本】 ○

書類審査・決定・納付書の発行及び交付：大阪府

② 行政財産目的外使用許可に伴う
使用料の減免・還付【基本】 ○

申請受付、書類審査、決定、納付書の発行及び交付：大阪府

③ 行政財産目的外使用許可に伴う
使用料の徴収【万博公園条例の行為
許可（催し等）と一体の場合】

例）仮設工作物設置などに伴う行政
財産の目的外使用許可

○ △

書類審査・決定・納付書発行：大阪府
納付書交付：指定管理者

・申請にかかる相談や受付等は大阪府と指定管理者が連携して対応。
・上記(1)行政財産目的外使用許可-②参照。
※専用使用施設内の仮設物設置については対象外（専用施設の使用許可範囲内のため、
行政財産使用許可は不要）。

④ 行政財産目的外使用許可に伴う
使用料の減免・還付【万博公園条例
の行為許可（催し等）と一体の場
合】

例）仮設工作物設置などに伴う行政
財産の目的外使用許可

○ △

申請受付：指定管理者
書類審査：大阪府
決定：大阪府
納付書発行（減額の場合）：大阪府
納付書交付（減額の場合）：指定管理者

・手続⇒行政手続審査基準参照
・本体許可申請手続きと一体的に処理する。
・申請に係る相談や受付は大阪府と指定管理者が連携して対応。

① 万博公園条例第5条第1項第1号
～第3号及び5号の許可（次に掲げ
るもの）
・はり紙、はり札、広告の表示
・ロケーション又は業としての写真
撮影
・催し等（規則で知事の権限と定め
られたものを除く）
・別表第二に掲げる有料施設の使用

△ ○

申請受付：指定管理者
書類審査：指定管理者
許可（不許可、取消）：指定管理者
許可書交付：指定管理者
その他 …大会使用事前調整（年間計画）、雨天等の施設使用中止判断・決
定：指定管理者
※許可したものについて、条件を変更し、行為の中止若しくは原状回復を
命ずることは大阪府。ただし、これらに関する事実行為（調整等）は指定
管理者。

・受付や許可について疑義ある場合、指定管理者は大阪府に相談。

② 万博公園条例第5条第1項第3号
の許可（次に掲げるもの）
・催し等（規則で知事の権限と定め
られたもの） ○ △

申請受付：指定管理者
書類審査：大阪府
許可（不許可、取消）：大阪府
許可書交付：指定管理者

・手続⇒行政手続審査基準参照
・行政財産使用許可申請手続きと一体的に処理する。
・申請に係る相談や受付は大阪府と指定管理者が連携して対応。
※「規則で知事の権限と定められたもの」とは、大阪府公有財産規則に基づく行政財産
使用許可を伴う行為許可となる予定。（規則未制定。なお、これと異なる取扱いとなっ
た場合は、その手続きについて指定管理者と協議。）

③ 万博公園条例第5条第1項第4号
の許可（次に掲げるもの）
・条例別表第一に掲げる有料施設の
使用

○

申請受付：大阪府（大阪府から委託を受けた者を含む）
書類審査：大阪府（大阪府から委託を受けた者を含む）
許可（不許可、取消）：大阪府（大阪府から委託を受けた者を含む）
許可書交付：大阪府（大阪府から委託を受けた者を含む）

・手続⇒行政手続審査基準参照

(4) 行為許可
にかかる使
用料徴収

① 万博公園条例別表第一に掲げる
有料施設の使用許可に伴う使用料の
徴収・還付・減免

○

申請受付、書類審査、決定、使用料徴収等：大阪府（大阪府から委託を受
けた事業者を含む）

・手続⇒行政手続審査基準参照

① 万博公園条例別表第二に掲げる
有料施設の使用許可に伴う利用料金
の収受

○

利用料金の額は、万博公園条例の額を上限として、大阪府承認を経て決定
（大阪府において公報登載）。指定管理者が料金を収受。

② 万博公園条例別表第二に掲げる
有料施設の使用許可に伴う利用料金
の減免・還付

○

減免について、独自の割引等を行う場合は、大阪府と協議の上決定

事務分担
分担方法区分
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料徴収

(3) 行為許可

事務の内容 備考

・許可手続きと整合性を図るため、大阪府で一括処理。
・上記(1)行政財産目的外使用許可-①参照。

・手続⇒行政手続審査基準参照
・本体許可申請手続きと一体的に処理する。
・疑義ある場合、指定管理者は大阪府に相談。

資料２
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資料２ 万博記念公園運営管理関係事務分担（補足）

大阪府 指定管理者
事務分担

分担方法区分 事務の内容 備考

資料２

(6) 利用の禁
止又は制限

万博公園条例第７条に基づくもの
・災害その他の理由により利用が危
険であると認める場合
・災害時に応急施設の用に供する場
合

○

・疑義ある場合、指定管理者は大阪府に相談（大阪府と指定管理者が連携して対応）。

万博公園条例第５条第１項（第３号
で知事の権限と定められたもの及び
第４号を除く）の許可の取消し

△ ○

事実行為（事実確認等）及び処分：指定管理者 ・疑義ある場合、指定管理者は大阪府に相談（大阪府と指定管理者が連携して対応）。
・日常的な施設点検や利用者への啓発は指定管理者が行う。

万博公園条例第５条第１項（第３号
で知事の権限と定められたもの）の
許可の取消し

○ △

事実行為（事実確認・指導等）：指定管理者
処分：大阪府

・決定の際は、大阪府と指定管理者が連携して対応する。
・日常的な施設点検や利用者への啓発は指定管理者が行う。

万博公園条例第５条第１項第４号の
許可の取消し（府が許可するもの） ○

事実行為（事実確認・指導等）：大阪府（大阪府から委託を受けた者を含
む）
処分：大阪府

万博公園条例第５条第１項の許可の
条件変更、又は行為の中止若しくは
原状回復

○ △

事実行為（事実確認・指導等）：指定管理者
処分（命令）：大阪府

・決定の際は、大阪府と指定管理者が連携して対応する。
・日常的な施設点検や利用者への啓発は指定管理者が行う。

(8) 利用案内 来園者や一般府民の問合せへの対
応、案内等 ○

案内用窓口・電話は指定管理者が対応。 ・たらい回しを避ける⇒情報の共有化

(9) 広報（事
業ＰＲ等）

年間広報計画の策定、公園パンフ等
ＰＲ資料の作成と配布、報道提供

△ ○

広報計画策定：指定管理者（大阪府と協議）
ＰＲ資料作成：指定管理者（大阪府は内容確認）
ＰＲ資料配布：大阪府、指定管理者
報道提供：大阪府

・公園ホームページの府のホームページへのリンクは、大阪府と指定管理者が調整のう
え行う。
・ＰＲ資料の作成や配布については大阪府が協力する。

(10) 広報
（府の直
営）

府が直接行う広報

○ △

ＰＲ資料作成：大阪府（指定管理者は資料提供）
ＰＲ資料配布・ＰＲの実施：大阪府

(11) 催し
（府の直
営）

府が直接行う催し

○ △

イベント計画策定：大阪府（指定管理者は協力・支援）
イベント実施：大阪府（指定管理者は協力・支援）

(12) 催し
（指定管理
者の実施）

指定管理者が行う催し

△ ○

イベント計画策定：指定管理者（大阪府と協議）
イベント実施：指定管理者

(13) 巡視点
検

園内巡視、利用者指導
遊具等施設点検 ○

日常巡視及び違反行為への注意
定期巡視（施設点検）及び維持補修

・指定管理者は大阪府に報告（定期・随時）

(14) 不法行
為等の対応

露天商、不法占拠者、ホームレスに
対する注意、警告

○ ○

巡視、相談、指導等：指定管理者
注意警告：大阪府（指定管理者は協力・支援）
物件撤去：大阪府（指定管理者は協力・支援）

・指定管理者は日常的管理業務の一環として、公園の適正管理に努める。
・ホームレスについては、厚生労働省や大阪府福祉部局が示す指針に基づいて大阪府と
指定管理者が連携して対応

(15) 公園損
傷行為への
対応

落書き、施設損壊行為等への対応

○ ○

状況把握・応急修理：指定管理者
施設利用禁止・制限：指定管理者
警察協議（告発）等：大阪府

・利用禁止・制限等の初期対応や被害届の提出は指定管理者が行う。
・利用禁止・制限、施設復旧工事の方法は必要に応じて大阪府に協議する。

(16) 要望及
び苦情対応

地元府議、地元関係者、来園者への
対応

○ ○

状況把握等初期対応：指定管理者
事後処理：基本的管理事項と設置瑕疵は大阪府、その他は指定管理者

大阪府と指定管理者が協力して行う。

(17) 園内事
故及び事件
対応

初期対応及び事後処理、損害賠償

○ ○

状況把握等初期対応：指定管理者
事後処理の役割分担：施設運営上の管理瑕疵⇒指定管理者
                      設置瑕疵⇒大阪府

・施設賠償責任保険に加入（保険者：指定管理者、被保険者：府、指定管理者）
・事故・事件については、大阪府と指定管理者が密接な連携を図りながら迅速に対応す
ること。

管
理
運
営

(7) 監督処分
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大阪府 指定管理者
事務分担

分担方法区分 事務の内容 備考

資料２

(18) 災害
（水防・地
震）対応

警戒配備、状況把握、被害報告、応
急措置、災害復旧工事

○ △

状況把握、初期対応：指定管理者
本格復旧：大阪府（ただし、軽易なものについては指定管理者）

・発災時の具体的対応⇒「管理マニュアル」参照。
・危機管理事象については、大阪府と指定管理者が連携を図りながら対応。

(19) 不法投
棄

廃棄自動車、廃家電等の集積及び廃
棄処分 ○

(廃棄自動車)

△
(廃家電等)

△
(廃棄自動車)

○
(廃家電等)

状況把握：指定管理者
集積：指定管理者（廃家電等）
廃棄処分：指定管理者（廃家電等）
     大阪府（廃棄自動車）

※大阪府は、放置自動車に関しては「府放置自動車の適正な処理に関する条例」に基づ
き処理する。

(20) ボラン
ティアとの
協働

公園管理ボランティアの受入れ、活
動調整、活動支援 △ ○

相談・受付：指定管理者
活動調整・覚書締結・便宜供与：指定管理者と大阪府の協議による

・手続⇒「万博記念公園におけるボランティアとの協働に関する要綱」参照。

(21) ボラン
ティア育成
事業、ワー
クショップ
運営事業

＜公園管理に係るもの＞
事業の企画、進行管理、参加者の組
織化と活動支援 △ ○

進行管理、組織化・活動支援：指定管理者と大阪府の協議による

(22) 学校・
福祉施設等
との協働

体験学習や環境学習の受入れ、出前
講座の実施 △ ○

相談・受付：指定管理者、大阪府
活動調整・便宜供与：指定管理者と大阪府の協議による

(23) 園内通
行許可

園内維持管理作業、整備事業、施設
利用に伴う車両の園内通行の許可 ○

申請受付：指定管理者
通行証発行：指定管理者

・通行証の発行者は指定管理者名で行うとする。
・園内巡視の機会等を利用して通行条件が守られているかチェックする。


